
 
 

ダイワの暦年贈与サービス取扱規定 新旧対照表 

 
（下線部分改正） 

現行 改正 
ダイワの暦年贈与サービス取扱規定 ダイワの贈与サポートサービス取扱規定 

第１条（規定の趣旨） 
本規定は、大和証券株式会社（以下「当社」といいます。）が提供する「ダイ

ワの暦年贈与サービス」（以下「本サービス」といいます。）の利用に関する取

決めです。 
 

第１条（規定の趣旨） 
本規定は、大和証券株式会社（以下「当社」といいます。）が提供する「ダイ

ワの贈与サポートサービス」（以下「本サービス」といいます。）の利用に関す

る取決めです。 
 

附則 
この取扱規定は、2023 年 4 月 17 日より適用されます。 
 

 

附則 
この取扱規定は、2023 年 12 月 18 日より適用されます。 
 

 
 

以 上 


